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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 
 平成21年６月26日に提出いたしました第１期（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一

部に追加を要する事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 
第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

６ コーポレート・ガバナンスの状況等 

(1）コーポレート・ガバナンスの状況 

  

３【訂正箇所】 
 訂正箇所は＿を付して表示しております。 

  

第一部【企業情報】 
  

第４【提出会社の状況】 
  

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】 
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（訂正前） 

①ａ．～ｃ．＜省略＞ 

ｄ．取締役の選任の決議要件 

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う旨定款で定めております。 

ｅ．～ｊ．＜省略＞ 

  
（訂正後） 

①ａ．～ｃ．＜省略＞ 

ｄ．取締役の選任の決議要件 

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う旨定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定

款に定めております。 

ｅ．～ｊ．＜省略＞ 

ｋ．内部監査及び監査役監査の状況 

 当社の内部監査の組織は、責任者を含み要員５名の人員で構成され、当社及び国内・海外子会社を含め、内部監査を実施し

ております。内部監査は、代表取締役社長の承認を得た監査計画に基づき、当社及び子会社の各部署・各部門について定期的

に実施しております。また、代表取締役社長から特命の監査の指示がある場合は、臨時の特別監査としてこれを実施します。 

 監査役には、事務局として監査役会専任の従業員を１名配属しております。監査役は、監査計画を策定し、監査役会の承認

を受け、計画に沿って監査を実施しております。 

 なお、監査役と内部監査部門担当者は、定期的に会計監査人と意見交換を行い、連携を深め、実効性のある監査を目指して

対処しております。 

  

  

以 上
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